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平成２１年２月６日

福 島 町 議 会



会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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平成２１年

まちづくり基本条例・議会基本条例等に関する審査特別委員会

平成２１年２月６日（金曜日）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎審査付託事件

(1)福島町まちづくり基本条例の制定について

（平成２０年第２回定例会議案第１号）

(2)福島町まちづくり推進会議条例の制定について

（平成２０年第２回定例会議案第２号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席委員（１１名）

委 員 長 金 沢 秀 一 副 委 員 長 滝 川 明 子

委 員 佐 藤 卓 也 委 員 川 村 明 雄

委 員 新 山 大 吉 委 員 木 村 隆

委 員 加 藤 雅 行 委 員 杉 村 志 朗

委 員 佐 藤 孝 男 委 員 藤 山 大

委 員 平 野 隆 雄

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席委員（０名）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため出席した議員

議 長 溝 部 幸 基

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席説明員

町 長 村 田 駿 副 町 長 竹 下 泰 弘

総 務 課 長 川 岸 勤 総務課企画グループ参事 土 門 修 一

総務課企画グループ総括主 査 前 田 勝 広 財 務 課 長 花 田 春 夫

監 査 委 員 花 田 修 一

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため出席した議会事務局職員

議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 坂 口 稔

議会グループ主事 吉 澤 裕 治 議会グループ書記 庭 奈 々 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午前１１時００分）

――――――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 定刻になりましたので、

ただいまから、まちづくり基本条例・議会基本条

例等に関する審査特別委員会を開会いたします。

直ちに、会議を開きます。

本件につきましては、平成２０年第２回定例会

において、本委員会に付託されました、議案第１

号福島町まちづくり基本条例の制定及び議案第２

号福島町まちづくり推進会議条例の制定並びに、

発議第１号福島町議会基本条例の制定についてで

ございますので、ご了承願います。

案件の審査に入る前に、申し出がありますので、

村田町長のあいさつを行います。

村田町長。

○町長（村田駿） 一言ごあいさつ申し上げます。

委員の皆様には、何かとお忙しい中、さきほど

の火葬場建設に関する調査特別委員会に引き続き、

まちづくり基本条例・議会基本条例等に関する審

査特別委員会のご出席、誠にご苦労様でございま

す。

ただいま委員長からもお話がありましたとおり、

昨年１２月開催の第２回定例会において、福島町

まちづくり基本条例及び福島町まちづくり推進会

議条例を提案したところ、本委員会が設置され、

その審査が付託されたところでございます。

本日は、福島町まちづくり基本条例の制定に伴

う関係条例３件を第１回定例会に提案予定をして

おりますことから、本委員会へ資料として提出さ

せていただきました。

このあと、担当より説明させますので、なにぶ

んにもよろしくお願い申し上げ、私のあいさつと

いたします。

○委員長（金沢秀一） 村田町長のあいさつが

終わりました。

これより、案件の審査に入りますが、審査の方

法についてお諮りいたします。

本日は、各議案別に議題とし、はじめに担当課

長から提案内容の説明を受け、次に、これに対す

る質疑を行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） ご異議なしと認め、審

査の方法はただいまお諮りしたとおり進めてまい

ります。

なお、本日の会議は、与えられた時間内におい

て、委員各位の質疑等を整理しながら進めてまい

りますので、その旨ご理解とご協力をお願いいた

します。

それでは、議案第１号福島町まちづくり基本条

例の制定についてを議題といたします。

土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 説明に入りま

す前に、本日の資料について一部訂正の箇所があ

りまして、大変お手数をおかけすることとなりま

すけれども、事前に配付しております正誤表によ

りご訂正をお願い申し上げます。申し訳ございま

せんが、よろしくお願いいたします。

審査付託事件１、福島町まちづくり基本条例の

制定についてでございます。

それと、２番の福島町まちづくり推進会議条例

の制定について、最初にこの２件の審査付託事件

につきまして、平成２０年第２回定例会の議案第

１号及び議案第２号として提案されまして、本委

員会へ審査付託されているところでございます。

また、これまでの自治基本条例・議会基本条例

に関する調査特別委員会の中で、町民検討委員会

の提言書と条例素案の比較や逐条解説など、資料

として、内容説明し意見を交換する中で必要な条

項の修正を加え、議案として提案させていただい

ております。

このことから、福島町まちづくり基本条例及び

福島町まちづくり推進会議条例についての説明を

省略させていただき、本日配付の資料にしたがっ

て、平成２１年第１回定例会への提案予定をして

おります関係条例３件について、説明させていた

だきたいと考えております。

資料の１ページをお願いいたします。

審査付託事件１、福島町まちづくり基本条例の

制定について。
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１の福島町まちづくり基本条例の制定に伴い整

備する条例についてでございます。

まず、（１）福島町まちづくり基本条例の制定に

伴う審議会等に公募委員を加える関係条例の整理

に関する条例（案）でございます。

１、まちづくり基本条例第９条に規定する審議

会等委員の選任にあたり、「公募の委員」を加える

ための整備条例で、町長及び教育委員会が委嘱・

任命する下に表にしてございます１８審議会等の

うち７つの審議会等に公募の委員を加える改正条

例を行うものでございます。

検討した審議会の一覧は、表に示す１８審議会

でございまして、今回条例によって公募委員を加

えようとする審議会につきましては、ゴシックの

太字で記している最初の表彰審議会、それから２

番目の特別職報酬等審議会、４番目の青少年問題

協議会、６番目の総合開発審議会、１２番目の介

護保険運営協議会、１３番目の国民健康保険運営

協議会、１４番目の社会教育委員でございます。

次のページをお願いします。

条例案について、読み上げて説明させていただ

きます。

福島町まちづくり基本条例の制定に伴う審議会

等に公募委員を加える関係条例の整理に関する条

例（案）でございます。

条例の第１条として、福島町表彰条例の一部を

改正する条例新旧対照表でございます。

福島町表彰条例のうち、表彰審議会の委員の部

分について現行の改正前では、委員は知識経験の

ある者など１０名をもって組織し、町長が委嘱す

るとございますけれども、まちづくり基本条例の

制定に伴って、公募の委員を加えるということか

ら、改正後のほうに示すように、委員は次に掲げ

る者のうちから町長が委嘱するとしまして、知識

経験者８人、公募による町民２人と改正したいと

考えております。

次に、福島町特別職報酬等審議会条例の部分で

ございます。

条例として、２条になるものです。

改正前ですが、福島町特別職報酬等審議会条例

の第３条の中で、公共的団体等の代表者その他住

民のうちから必要のつど町長が任命するとなって

ございます。それを、まちづくり基本条例の制定

に伴って、右のほうに示すように公共的団体の代

表者５人と公募による町民２人とし、必要のつど

町長が任命するというように改正するものでござ

います。

次に、第３条関係でございます。

福島町青少年問題協議会条例の学識経験者の部

分でございますけれども、現行条例では学識経験

者８人としてございますが、まちづくり基本条例

の制定に伴って公募の委員を加えるということか

ら、学識経験者を６名とし、公募による町民を２

人とするものでございます。

次に、第４条でございます。

福島町総合開発審議会条例の組織の中の委員の

部分でございますけれども、現行の福島町総合開

発審議会条例の中では、学識経験者を有する者そ

の他住民６人となっております。その部分を、学

識経験を有する者３人、公募による町民３人と改

めるものでございます。

次のページをお願いします。

第５条関係でございます。

福島町介護保険条例の一部を改正するものでし

て、介護保険運営協議会の委員を委員のうち、被

保険者を代表する委員５人という現行の条例を、

右にあるように被保険者を代表する委員３人、さ

らに１号を追加して、被保険者から公募する委員

２人と改正するものでございます。

次に、第６条関係でございますけれども、福島

町国民健康保険条例の国民健康保険運営協議会の

委員でございます。現行では、被保険者を代表す

る委員３人、保険医を代表する委員３人、公益を

代表する委員３人となってございます。これを保

険医を代表する委員３人、公益を代表する委員３

人、被保険者から公募する委員３人と改めるもの

でございます。

次に、第７条関係でございます。

福島町社会教育委員の定数及び任期に関する条

例のうち、第１条の福島町社会教育委員の定数は
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１５人とするという現行条例を、福島町社会教育

委員の定数は１５人とし、うち２人を公募とする

という内容に改めるものでございます。

この条例の施行期日は、２１年４月１日からと

します。

経過措置としまして、第４条の規定による改正

後の福島町総合開発審議会条例、第５条の規定に

よる改正後の福島町介護保険条例、第６条の規定

による改正後の福島町町民健康保険条例の規定は、

この条例の施行の際、現に委員であるものの任期

については、なお従前の例によるということとし

てございます。

次のページをお願いいたします。

福島町行財政推進町民委員会設置条例（案）で

ございます。

まちづくり基本条例第１９条に規定する「財政

計画の策定」及び第２０条第２項に規定する「行

政評価」を町民等の参画・協働で進めるための委

員会を設置するものでございます。

条例案でございますけれども、福島町行財政推

進町民委員会設置条例でございます。

第１条の設置でございますけれども、福島町ま

ちづくり基本条例に基づく町民との「参画・協働」

による行財政を推進するため、福島町行財政推進

町民委員会を設置するとして、所掌事項は第２条

で示すように、財政計画に関する事項、行政評価

に関する事項、ふるさと応援基金に関する事項、

その他行財政の運営に関する事項としてございま

す。

次の組織でございますけれども、委員会は委員

１６人をもって組織するとしまして、福島町総合

開発審議会の委員から８名、福島町まちづくり推

進会議の委員から４人、公募の委員が４人、計１

６人の委員でもって構成するところです。

任期としましては、委員の任期は２年とし、再

任を妨げないということで、補欠の委員について

は前任者の在任期間とするというものでございま

す。

委員長・副委員長につきましては、委員会に委

員長・副委員長を各１人置くとしまして、委員に

ついては、委員長・副委員長は互選により選出す

るものとしております。委員長は委員会を総理し、

会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、

委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第６条でございます。

委員会の会議は、委員長が招集することとしま

して、委員会の半数以上の出席がなければ会議を

開くことができないとしております。

会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否

同数のときは委員長の決するところによるとして

おります。この委員会は、原則公開するものとし

ております。

次に、専門部会でございますけれども、第７条

として、総務教育部会、それから経済福祉部会の

２つの専門部会を置くこととしております。それ

ぞれの専門部会の部会長、あるいは副部会長につ

いては、委員の互選によって定めることとしてお

ります。部会の所掌事項につきましては、いちば

ん下の別表に記してございます。

第８条として、関係者の出席でございますけれ

ども、委員長及び部会長の会長は、必要があると

認めるときは、町職員その他関係者を委員会また

は各部会の会議に出席させ、資料の提出及び説明

を求めることができるものとしております。

庶務につきましては、総務課において処理する

こととしております。

以下、委任の部分ですけれども、この条例に定

めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事

項は委員長が定めることとしております。

施行期日でございますけれども、平成２１年４

月１日から施行するとしております。

ただし、第２条第３号の規定は、平成２１年７

月１日から適用するとしまして、２条３号の部分

につきましては、ふるさと応援基金に関する事項

でございますけれども、現在、自立プラン推進会

議の中で所掌しているものでございまして、その

任期が終わり次第、こちらのほうのこの条例に基

づいて設置される町民委員会のほうに移管される

というものでございます。

次のページをお願いいたします。
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（３）特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。

福島町まちづくり推進会議及び福島町行財政推

進町民委員会の設置に伴いまして、日額支給委員

として２つの委員会を加える改正を行うものでご

ざいます。

条例案としましては、現行の日額支給委員の国

民保護協議会委員の下に、新たにまちづくり推進

会議委員として日額３,０００円、さらに行財政推

進町民委員会委員として、日額報酬３,０００円と

して定めるものでございます。

施行期日を平成２１年４月１日からとしてござ

います。

以上でございます。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） ９ページをお願いいたし

ます。

（４）福島町職員等の公益通報に関する規程（案）

でございます。

説明で、さきに開催されました自治基本条例・

議会基本条例に関する調査特別委員会において意

見がありました、公益通報、内部告発をした場合

の町職員の保護に関して、別途福島町職員等の公

益通報に関する規程案を制定して対応することと

しましたので、説明をさせていただきます。

規程案でございますけれども、第１条の目的で、

この規程は、公益通報者保護法に基づき、職員等

が知り得た行政運営上の違法な行為等の通報につ

いて必要な事項を定めることにより、公益通報者

の保護を図るとともに、町政における違法な事態

の防止及び損失の抑制を図り、もって公務に対す

る町民の信頼を確保し、透明で構成な町政運営に

資することを目的としております。

第２条の定義でございます。

この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、次に定めるところによるということで、第

１号で、職員等とは地方公務員法第３条第２項に

規定する一般職に属する職員（教育長を除く）、臨

時職員の任用の方法及び手続きに関する規則に規

定する臨時職員及び特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例に規定する特別職

の職員並びに町から事務事業を受託し、または請

負った事業者の役員または従事している者をいい

ます。

２号で、公益通報とは、職員等が知り得た行政

運営上の職員等の違法な行為または違法性の高い

行為に関して行われる不正防止のための通報をい

います。

３号として、公益通報者とは、さきに説明しま

した職員等であって公益通報を行う者をいうとし

ております。

第７条の公益通報の処理、町長は、公益通報者

に対する不利益な取扱いのないこと及び公益通報

者の秘密は保持されることを当該公益通報者に説

明し公益通報を受け付ける。この場合において、

公益通報として受理したときは受理した旨を、受

理しないときは受理しない旨及びその理由を公益

通報者に遅滞なく通知しなければならない。

第８条の調査の実施、町長は、公益通報を受理

したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正

な業務の遂行に支障があるときを除き、調査を行

うときはその旨及び着手の時期を、調査行わない

ときはその旨及び理由を公益通報者に対して遅滞

なく通知しなければならない。

２項、調査の実施にあたっては、公益通報者の

秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう

十分に配慮し、遅滞なく行わなければならない。

第３項、町長は、前項の調査にあたっては、利

害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に

配慮し実施するものとし、公益通報者に対し、調

査の進捗状況及び調査結果を遅滞なく通知するよ

う努めなければならない。

４項、町長は、特別な事情があるときは、弁護

士等の第三者に調査を依頼することができるもの

とする。

第９条の是正措置等、町長は、前条の調査の結

果、法令違反等が明らかになったときは、速やか

に是正措置及び再発防止策等をとるとともに、必

要があるときは、関係者の処分等を行うものとす
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る。

第２項、町長は、前項の是正措置等をとったと

きは、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉、

プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に遅滞

なく通知するよう努めなければならない。

次に、１１ページです。

第１０条の公表、町長は、公益通報の処理事項

について必要と認めるときは公表するものとする。

第１１条の秘密の保持、公益通報者にかかわっ

た職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いたあともまた同様とする。

第１２条の委任、この規程に定めるもののほか、

必要な事項は、町長が別に定める。

附則として、この訓令は、公布の日から施行す

るということで、現時点では４月１日を予定して

おります。

次に、１２ページをお願いいたします。

公益通報申出書でございます。これは、実名で

申出することになっておりますけれども、１２ペ

ージの下のほうに注意書きがあります。匿名を希

望する場合は、氏名欄に匿名と記載し、その匿名

とする事項を参考欄に理由を記してくださいとい

うふうな形の中で、匿名でも受け付ける申出書に

なっております。

以上で、説明を終わります。

○委員長（金沢秀一） 内容の説明が終わりまし

た。

質疑を行います。

１番佐藤卓也委員。

○委員（佐藤卓也） １ページですけれども、ま

ちづくり基本条例のほうには公募を入れるとあっ

て、審議会のほうが公募を入れるという形で改正

するのですけれども、１８のうちの７つの審議会

に公募の委員を加える。そうすると、ほかの審議

会は、なぜ公募を入れないのかという素朴な疑問

が浮かぶのですが、その辺の判断基準を教えてい

ただきたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 今回改正する

もののほか、ほかの審議会等につきましては、ほ

かの条例で委員の構成が定められているもの等が

かなりありますので、そういったことから一般の

公募委員を今回含めるということについてできな

かった部分でございます。

国のほうから標準的なもので、防災や国民保護

等に関する部分につきましては別な部分で定めが

あって、それに準拠して委員を定めなければなら

ないといったものがありまして、今回の形になっ

てございます。

○委員長（金沢秀一） １番佐藤卓也委員。

○委員（佐藤卓也） そしたら、これから加える

可能性はないということでよろしいのですか。そ

れとも、常時加える審議会もあるということでよ

ろしいのでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 今回条例案と

して提案する前に、それぞれ審議会の所管する担

当課、担当グループに紹介し、またあわせて管理

職会議等を開く中で今回の条例として提案させて

いただいております。ここに記す１８審議会それ

ぞれについては、一応検討されたうえで今回条例

化しているということでございます。

○委員長（金沢秀一） １番佐藤卓也委員。

○委員（佐藤卓也） そしたら、基本条例のほう

には公募の委員を加えるように努めますとあるの

は、すべての審議会に対して公募を入れるという

わけではなくて、必要なところには公募を入れる

という形でよろしいのかと思いますが、もし違う

のであればお伺いします。

それと、９ページの公益通報についてですが、

公益通報は、もともとは民間の会社の中で刑に触

れるようなことを内部の従業員が密告をしたら、

会社のほうから差別といいますか、冷遇をされて

しまうといった告発者に対しての保護を目的とす

るというのが趣旨かと思います。

それで、福島町の場合は、会社ではなく行政で

すので、内部の職員からそういった公益通報、簡

単にいうと内部告発といったものを受けるという

のと、もう１つは、福島町が委託をしているよう
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な会社があるのですが、そういった会社の従業員

からも受け付ける方法、さらには町民からも受け

付ける方法とかいろいろあるのですけれども、そ

ういった形で福島町はこの規定の中に対応されて

いるのですか。

つまり、内部の職員からの通報の処理について、

もう１つは外部の労働者からの通報の処理につい

てといった形で分けられているのかと思います。

これを見ると、おそらく両方入っているのではな

いかとは思うのですけれども、その辺の確認をお

願いしたいと思います。いちばん重要なのは、内

部告発者の保護が重要なわけで、その保護者を守

るための法律なわけなのです。

それで、１０ページを見ますと、公益通報者の

保護と、６条とか８条にあるのですけれども、そ

れを総務課に通報すると、この狭い町で通報者が

誰なのか漏れる可能性というのが大きいのではな

いかと思うのです。

それと、もしその通報者の秘密とか実名とか、

そういったものが漏れた場合の責任の所在という

のはどんなものなのか。こういう形で、誰々があ

ることを総務課に密告したと情報が漏れてしまう

と、それは取り返しのつかないようなことになっ

てしまうわけであって、その辺はどういうふうに

して通報者の情報といいますか、そういったもの

を保護するのか。これを見ますと、すぐバレてし

まうと思うのですけれども、その辺の対策をどう

お考えなのかお伺いしたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 最初の部分の

審議会に公募委員を加える関係でございますけれ

ども、今回お示ししたそれぞれの１８審議会につ

きましては、検討していただいて、実際に公募で

きるものを取り上げて今回条例化しております。

また、検討の中で公募することに馴染まないと

いう部分については、今回見送っておりますので、

ご了解をお願いしたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） 公益通報の保護というこ

とでございますけれども、委員がおっしゃるとお

り、通報者を保護するというのが第１目的で公益

通報者保護法というのができたというふうになっ

ております。

それと、通報者の職員等ということで、９ペー

ジをお願いしたのですけれども、第２条の第１号

で職員等とはということで、一般職、臨時職、そ

れと特別職の非常勤者ということ、なおかつ規定

の中では、事業を受託し、または請負った事業者

の役員または従事しているものをいうということ

で、議員がおっしゃるとおり、委託事業者、請負

業者の関係者も、この中に入るという規程となっ

ております。

それと、内部告発者の内容が総務課を通じて申

し出された場合で、それが一般に知れ渡ってしま

う恐れがあるのではないかということございます

けれども、それはありえない話というか、まずそ

ういうことがあった場合は、当然その漏れた内容

によりますけれども、ある程度の処分までいくよ

うな内容であれば厳密に公務で知り得た情報につ

いては、告発ばかりではなく、いろんな事務事業

の内容についても言えない部分については、要綱

の中で、退職後も云々ということの条項も加えて

おりますので、そういう部分でそういうことはな

いと思っております。

○委員長（金沢秀一） １番佐藤卓也委員。

○委員（佐藤卓也） わかりました。漏れた場合

の責任というのは、総務課とか漏らした人に対し

て厳しい処分があるということでわかりました。

それと、公益通報という言葉ですけれども、国

のほうで平成１６年に公益通報者保護法というの

を作ったのですが、どうもしっくりとしなくてア

メリカのほうでは内部告発者保護法という名前で

制定しているのです。

政府のほうが公益通報者保護法という法律を作

ったので、福島町も公益通報に関する規定という

ふうに名前をつけたと思うのですけれども、この

公益通報という名称を内部告発者の保護という形

に名前を変えられるのか、変えられる可能性があ

るのか。そちらのほうがわかりやすいのではと思

うのですけれども、お伺いしたいと思います。
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それと、９ページのいちばん上の説明欄のとこ

ろで、町職員の保護とあるのですけれども、これ

は町職員等は入れなくてもよろしいのか、細かい

のですけれども、お願いいたします。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） この規程の名称でござい

ますけれども、９ページの１条でこの規程は公益

通報保護法に基づきというふうに、上の法律が公

益通報保護法に基づいて、うちの公益通報に関す

る規定を設けているというのでございます。内部

告発という部分での規程に名称を変えることがで

きないのかということでございますけれども、公

益通報保護法が上にありますので、その法律に基

づいて同じ名称で実施して作っていきたいという

のが今の考え方でございます。

それと、９ページで、「職員の公益通報」になっ

ておりますが、これは「職員等」でございます。

○委員長（金沢秀一） ほかに。

１０番滝川委員。

○委員（滝川明子） 最初に公募についてですけ

れども、公募についての基準等の定めはするので

しょうか。広く町民どなたでもとしながらも、審

議会の目的、役割に沿った公募に応じる方の考え

方、論文提出とか、そこまでいかなくても小論文

やコメント等といったことなどなさらないのでし

ょうか。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 公募に際して、

公募に応募する際に、それぞれ審議会等の担当の

ほうでは所要の応募用件を定めることとしており

ますので、その中で所要の条件が付されると考え

ております。現在は、一律して公募する場合はこ

ういったものをということの定めはありません。

○委員長（金沢秀一） １０番滝川委員。

○委員（滝川明子） 住民の協働のまちづくりと

いうところで、各審議会の中で馴染むもの、でき

るものということで公募を広げた、増やしたとい

うことは大変よろしいことと思いますが、参事の

説明したとおり、応募要件の中で一定の専門的と

は言わないまでも小論文的なものは必要ではない

かと思います。そういった定めをきちんと設ける

必要があるのではないでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 各審議会の分

野がそれぞれかなり違うと、専門的に介護保険で

すとか、国民健康保険といった部分もございます

し、社会教育といった部分もあります。

それから、町の表彰審議会とか、特別報酬です

とか、そういった部分もありますし、分野がまっ

たく異なるといったことで一律な応募要件等、あ

るいは応募の要項等なものを規定することが可能

なのかどうか。その辺は、改めて管理職会議等で

協議するなり、そういったことの統一が図れるか

どうかも含めて検討してみたいと思います。

○委員長（金沢秀一） １０番滝川委員。

○委員（滝川明子） 審議会委員さんの費用弁償

等もきちんと定めたわけですから、こういった公

費の歳出ということもあわせて審議会それぞれの

内容はあるでしょうけれども、私が申し上げたよ

うなことをきちんとなさっていただきたいと思い

ます。

次の質問に移ります。

公益通報に関することですけれども、９ページ

の３条３項、公益通報の処理の業務に従事するも

のは、自己が関係する公益通報の処理に関与して

はならないとの定めでございます。これに関わっ

て、６条、７条、８条、９条、１０条、すべて町

長の大切なお仕事の分野でございます。こういっ

た意味で、執行機関のトップに関する、あるいは

公益通報等があった場合にどう考えたらよろしい

のでしょうか。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） 第３条で従事するものと

なると総務課の職員がなろうかと思います。担当

はまだ決めておりませんが、その職員が自分に対

する、その違法性も告発の内容が、ということに

関わった場合、それは一切関与してはならないと

いうことですので、そこから一切この内容につい

ても３条以降、これから進めていく調査をこうい

う部分にも関わってはならないというふうなこと
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で規程しております。ということは、関係者とい

うことになりますので、そういう部分では関わら

ないということは、他の職員で関わっていくとい

うふうなことになろうかと思います。

○委員長（金沢秀一） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１１時４７分）

（再開 午前１１時４７分）

――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） 町長に対する内容での内

部告発とか、公益通報があった場合ですけれども、

当然それは町長に相談することなく、副町長の中

で処理を進めていく形になろうかと思います。

○委員長（金沢秀一） １０番滝川委員。

○委員（滝川明子） 確認ですけれども、そうし

ますと６条から１０条までのお仕事を町長あるい

は副町長ということになるのではありませんか。

○委員長（金沢秀一） 村田町長。

○町長（村田駿） 今の公益通報に関しましては、

どういうような形で出るかは別にしても、まず町

長宛に出てくるわけです。それに対して処理を総

務課のほうでやりますということです。

例えば、その総務課の職員に対する今の公益通

報であれば、その職員はそれからはずします。そ

れから、町長が対象者になった場合は、それは書

類簿があがってくるわけですから、そのときにお

いては副町長なり、そちらのほうが対応するよう

な形になるわけです。規程案の中で第６条からず

っと、「町長は」と書いておりますけれども、町長

が執行責任者でございますから、「町長は」という

表現になるわけです。

ただ、その前段で副町長がやる場合もあります

し、事務的にはさきほど申し上げましたとおり、

総務課のほうが窓口になって所掌事務を扱うのだ

という内容でご理解してくださるようお願い申し

上げます。

○委員長（金沢秀一） ほかに。

２番川村委員。

○委員（川村明雄） 今回の規程は、公益通報者

の保護法に基づく対応ということで、公益通報者

の保護を図るというのが１つの目的と、町政にお

ける違法な自体の防止及び損失の抑制を図るとい

うことですけれども、当然こういうことはあって

はならないことですし、そうそうあるものではな

いと解釈しております。

例が、的を得ているかどうかわかりませんけれ

ども、昨日の報道等でブログというのですか、そ

こに中学生から大学の先生まである特定の個人に

向かって死ねとか、何とかという内容の言葉を入

れた、それによって今回初めてその警察が逮捕と

いいますか、書類送検するという自体になりまし

た。

そしたら、その中の中学生は、まさか警察が来

ると思っていなかったというようなことも言って

いるようですけれども、今こういう電子化という

か、そういう時代になって、そういう機械を媒体

として仕事をすることが多くなっています。自分

が、職員がそれぞれ知らないうちに犯罪の域にあ

るようなことも将来想定された場合、どう対処し

たらいいかということですけれども、物事が起き

てからやるのではなくて、こういう時代にあって

自分が犯罪の域に達しているようなことがあるか

もしれないという想定をした勉強会といいますか、

そういう形のものを職員と共に勉強するといいま

すか、指導するということが必要になってくるの

ではないかと思うわけです。

公益通報の規程と今私が言ったことが、例とし

て的を得ているのかどうかわかりませんけれども、

できるだけ通報に関するようなことが職員間の中

で起きないことを当然願うわけだし、そのように

なっていくべきだと思います。１つの管理の面で、

例えば電算パソコンだとか、そういう機器の管理

の中では管理部門の担当者も日常おそらくチェッ

クしたり見ていると思うのです。

そういう中で、「小事は大事」ということで、例

えば、そういうことがもしあったりした場合は、

直ちに対応して、指導や勉強会をしていくという



－ 11 －

ことが必要になるのではと思います。

○委員長（金沢秀一） 村田町長。

○町長（村田駿） まず、今回の公益通報に関す

る規定、確かにまちづくり基本条例を審議してい

ただいている中でご意見もございました。あくま

でも公正な行政を進める、それから、この規程の

中にもありますとおり、職員並びに町から事務事

業を受託し、または請負った事業者の役員または

従事しているものも対象者になるわけです。入札

の公平性だとか、そういうような役場と関わりの

ある仕事等については、誰が見ても公平なことで

対応していかなければならない。一方では、プラ

イバシーとか、秘密保持というのは町の職員とし

て当たり前のことです。

そういう中で、委員さん方から出ておりますと

おり、そういうような公益通報に関わった職員が

いたときにおいては、その職員を保護してあげな

ければならないという重要なことがあります。こ

のことについては、町の職員については退職した

あともついていくことでございます。そういうこ

とも認識しながら職員の中におきましては、公平

性の問題も含んで、今回こういう規程を制定して

いただく中で十分に職員は日々の仕事の中で認識

をしていただかなければならないと、改めて感じ

ているところでございますので、ご理解のほどお

願い申し上げます。

○委員長（金沢秀一） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１１時５６分）

（再開 午後 １時００分）

――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

ほかに、質疑ございますか。

１２番溝部議長。

○議長（溝部幸基） 何点かお伺いしたいと思い

ます。

まず、１ページ、審議会の公募の関係ですが、

土門参事から、例えば国の法で決められているも

のと、加えて公募に馴染まないものは除いたとい

うことですが、具体的にどの部分が国のほうで、

国民保護協議会は法に基づいてということは説明

したのですが、ほかのものは何も言っていないの

で、その２つの区分でどこがどう該当するのかお

伺いしたいと思います。

それから、６ページから７ページの行財政推進

町民委員会設置条例の関係ですが、まちづくり基

本条例のときにも話したのですが、例えば、開発

審議会があります。それから、自立プランの関係

を含めて、まちづくり推進会議というものを設け

ます。

そして、この行財政推進町民委員会と３つある

わけですが、この関係をどういう位置付けで捉え

るのか、その部分で明確にお話をしていただきた

いと思います。これは見てみますと、例えば部会

の持ち方みたいなものをみると、開発審議会と同

じだと思うのです。これは、常任委員会の所管の

範囲と同じようにしていますので似ていると思う

のです。

それから、組織の委員の部分を見ますと、開発

審議会から８名、まちづくり推進会議の委員の公

募が４名、このまちづくり推進会議の今の案でい

きますと８人です。８人のうち４人が入ると、こ

のあと残った４人の部分を８人加えると開発審議

会そのものの中で、開発審議委員会の中でもって

の対応と捉えたほうが開発審議会のメンバーにも

入り、まちづくりのメンバーに入り、今新たに作

るものにも入る。基本条例でうたっているように

開発計画というものが、ベースにあるのだという

ことなのだと思うのです。

今までもそこは変わらないのですが、今度はは

っきりと位置付けをして、そこに向かってどうま

ちづくりを展開していくかということの考え方だ

と思うのです。そこの内容の部分で、開発審議会

のメンバーの幅を若干広げる。まちづくりのメン

バー、例えば８人であれば８人すべて入っていた

だいて公募の部分も少し増やして、開発審議会の

中の部会の部分の活動に、今はまちづくり推進会

議とか、行財政推進町民委員会の考え方を入れる

というほうが、今の段々少なくなってきている状
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況から見ると、受ける委員になる町民側も同じよ

うな会議を何回もということではなくて、１回に

開発審議会の中でそういう要素も含めて具体的に

やっていくということのほうが開発審議会の会議

も議論も活発になるでしょうし、結果的には行政

評価につながる。基本は、開発計画なわけですか

ら、そういうものにつながって合理性があるので

はないかなという提案を前にもしたのですが、そ

こを変えて考える気持ちがないのか。

私は、どうもこれは無駄だとは言わないのです

が、同じことを繰り返して、それぞれで計画があ

り、その計画を検証するということはやらなけれ

ばならないわけですから、開発審議会あるいはま

ちづくり推進会議も同じようなことをやる。あわ

せて、また新たにそこから何人かずつ選抜すると

いうことよりは、開発審議会の中でそういう要素

も含めて対応する。その代わり審議会のメンバー

を増やして、公募も増やして、部会の中の活動を

活発にしていくという考えが適当ではないかと思

うのですが、その点についての考え方があれば教

えていただきたいと思います。

それから、９ページの公益通報に関する規程、

これは規程ですから議会の議決ということにはな

らないと思うので、町長の裁量の範囲でやってい

くわけです。そこの部分について、どこまで議会

のほうがということにもなるのですが、そのきっ

かけが基本条例の検討の部分で、基本条例に入れ

るかどうかという話が出たので、今回こういうこ

との対応をしますということだと思います。いろ

いろ議論がありましたように、通報する側に対す

る配慮というのを考えてやらなければ、特に福島

町の中では非常に大きな職場ですが、それにして

も１００人足らずの組織なわけです。

それが、縦割りで、各課ごとになっております

から、そういった部分ではテーマとか、法的なも

の云々ということになると、ほとんどが特定され

ていくのだと思うのです。きちんと実名を挙げて

やるというのが間違いなくいいのですが、あとの

ことを考えますと、それはそれだという形の中で

通常の仕事に支障がない。それは、ケースバイケ

ースだということはもちろんわかって言っている

わけですが、そこが非常に難しくなってくるので

はないかと思うのです。

通常は、町長が受けて対応するわけですから、

もちろん冷静に判断して対応していくというのが

当たり前の話ですけれども、特にさきほども出て

いましたけれども、例えば町長に対する内容とか、

特別職に対する内容の対応を考えますと、そこを

実名で対応するというのは非常に大変な負担にな

るのではないかという気がしますので、受付の対

応といいますか、それについてもう少し気軽にと

は言いませんけれども、工夫をしたほうがいいの

ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

そういった面で、４条の１は法令に対する部分

ですから、ある程度客観的に判断できることだと

思うのですが、２の部分になっていくと非常に幅

が広い部分になってくると思うのです。できるだ

け客観的にということでしょうが、ここは客観的

というよりは、それぞれ通報する側の主観が非常

に入ってきやすい部分です。

また、受ける側のほうも客観的にといっても今

度は自分の主観が入ってくる。特に、自分の内容

になってくると、その辺の判断が非常に難しい事

例ではないかと思うのです。内容的には、倫理的

な問題、そこには心身的なダメージを受けるとい

うことだけを考えても、そこを客観的にという部

分になると非常に難しさがある。セクシャルハラ

スメント、あるいは暴力的でも実際に暴行を加え

る、言葉の暴力もある、誹謗中傷ということもあ

るでしょうし、そういう部分では非常に判断が難

しいと思うのですが、そこを幅広く受け入れて、

対応していくという姿勢が大事ではないかと思う

のです。そういう意味では、そういう部分での窓

口、受ける側の工夫をしていかなければならない

と思うのですが、その辺についての考え方をお伺

いしたいと思います。

それと、今日はまちづくり基本条例ということ

ですが、まちづくり基本条例本体の部分の話とい

うことにはならないで、説明資料についての質疑

ということですけれども、今日終えると、あとは
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予定では２４日に最終的にということになるので

しょうが、再確認ということでお話をするのです

が、調査特別委員会の際に私のほうで話したとお

り、まちの考え方です。

特に、基本条例を見てみると８条の参画機会の

保障、それから１０条のパブリックコメントの部

分、ここは議会も含めてということで考えように

よってはいいかと思うのですが、特に１８条の総

合計画と２３条の住民投票の部分については、や

はり町は町長側と議会がという考え方は、ちょっ

と無理があるのかという気がするのです。

それと、これも繰り返しになるのですが、基本

条例の制定に合わせて、今までの各条例も整合性

をもたせる形の検討をするということになってい

るのですけれども、その部分で町という捉え方、

考え方みたいなものの整合性がむずかしい部分も

出てくるのではないかと思いますので、その辺の

検討状況を教えていただきたいと思います。

町という考え方が、執行機関とか議会というこ

とではなくて、この福島町全体と意味する部分と、

町ということで行政という考え方と、あるいは議

会も含めて行政の機関という考え方もいろいろあ

るのだと思うのです。そこがきちんと統一された

形でされてこなかったのだと思いますが、今回の

基本条例の部分では、少しその部分が広く行政の

機関という捉え方、執行機関、もちろん町もそう

ですが、農業委員会や固定資産の評価、教育委員

会、それと議会ということの位置付けで基本条例

ではうたっているのですが、そういった部分での

考え方でいいのかどうなのか。私は、どう見ても

この辺がしっくりこないといいますか、矛盾が出

てくるのではないかという気がするのですが、そ

の辺の再確認をしておきたいと思います。

それと、もう１点は、住民投票の関係です。こ

れもまた、そういう定義も出てこないので同じこ

とを繰り返さなければならないのですが、今回の

部分は町側のほうがやりますということですが、

岸和田市の例の資料を見て、もう１度検討してい

ただきたいということで前回はお願いしました。

そこの部分についての対応、基本条例そのもの、

住民と行政、議会が協働のまちづくりということ

の中で、特に住民がどう参画してくのか、どう協

働していくのかという部分の住民の主体性という

ことを重要視していかなければと思うのです。

そういった部分では、この項目に、住民側のほ

うの意志で住民投票をするということの意味が、

非常に重要だと考えて前にも話をしたのですが、

その辺について検討していればどういうお考えか

お伺いしたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） ３点目の公益通報に関す

る中で、実名を挙げると負担になる部分もあるの

ではないかというご意見でございますけれども、

いちばん懸念しているのは、この様式の中では１

２ページの匿名でもいいですということで、匿名

する理由をその他に書くということにしています。

実務的に匿名で出された場合、確認するときに、

内容を誰に確認したらいいのかというふうな部分

で、調査段階で行き詰まる部分もあるのではない

かという懸念はしています。

ただ、これはまだ実在的にやったことがないも

のですから、ケースバイケースでいろいろと判断

していかなければならない部分が出てくると思う

のです。いちばんその辺を懸念しているところで

す。幅広く受け入れるということで、倫理的な問

題でも内部告発的な内容の問題という部分もいろ

いろなケースが出てくるかと思いますけれども、

そういうふうな部分で感じたら、申し出をすると

いうことについては、これから積極的に職員はじ

め、関係するところに内容を周知していきたいと

思っています。

それと、直接窓口に申出書を持ってくるという

形もあろうかと思いますけれども、顔を知られる

ということで、郵送での申し入れというのも考え

られるのかなということを考えております。

○委員長（金沢秀一） 土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 公募の委員の

関係でございますけれども、公募の委員を入れる

かどうかについて、各グループ、各課と協議した

中で、３番目と１８番目については条例で、ある
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いは法律等で決まっているということで、その部

分については公募に馴染まないと考えております。

また、５番目の情報審査会、それから町営住宅

入居者選考といったものについては、個人情報が

あるといったことで公募の委員を入れることには

馴染まないと考えました。

それから、地域農政、林業振興協議会といった

部分については条例で定まっています。

それから、民生委員推薦委員会につきましては、

法律で定められています｡

それから、１５番の文化財調査委員につきまし

ては、その専門性が求められるといったことから

公募に馴染まないということです｡

１７番の学校給食センター運営委員会につきま

しては、条例で定められているために公募に馴染

まないということで整理してございます。

それから、開発審議会、まちづくり推進会議、

それから今回の行財政の町民会議それぞれの部分、

委員それぞれが開発審議会等の委員と重なるよう

な部分が多いのではないかということのご指摘で

ございますけれども、開発審議会につきましては、

町の長期計画の部分について対応していただきま

す。それから、まちづくり推進会議につきまして

は、今回のまちづくり基本条例の内容等について

見直しすること、それからまちづくりに関する提

言を行うことを任としております。

それから、行財政の町民会議につきましては、

前期の自立プランが終わることから、後期の自立

プランになるものと考えております、財政の推進

計画等について、これから定めていくといった部

分で、自立プランの推進委員会のあとを受ける部

分が大きな任になるだろうと考えております。

また、今回の条例案の２条で示しますように、

財政計画や行政評価、それからふるさと応援基金

に関することなどを任務とすることから、それぞ

れ正確が違うといった面から委員についてもまっ

たく同じというわけではなくて、それぞれの委員

を兼ねながらも重複する部分は、意見交換等とそ

れぞれの組織の中で話し合われた意見等も交えた

中で会議が進められていくといったことから、今

回のような委員構成を考えたところでございます。

それから、基本条例の「町」という言葉の整合

性について前にもご意見がありまして、その点に

ついて管理職等とも相談をしたところでございま

す。なかなか今回この中で整合のすべてをとるこ

とが難しいといったことから、現行のままの形で

整理したいということで、前のときにもそういっ

たご説明をさせていただいたかと思います。

それから、住民投票の部分でございますけれど

も、岸和田市の例をお示しになって、住民の請求

が４分の１の住民からの請求で１８歳以上の町民

に対してということでございます｡その件に関し

ては、確かに一定の人数の中での要望を受けてと

いうことでの部分については、自治法上の５０分

の１の連署でもってという条例制定の要求等から

比べると、一定の重みが増すといった観点からは

確かに住民要望の強さがより伝わるという意味か

らはいいのかなという感じはします。

けれども、住民の少数意見であってもそれが反

映させるという観点からはどうなのかという気も

しますし、現在では、現行のまま条例制定を住民

投票の条例は、その都度定めるという、現行をそ

のまま、今回の案のままで現在のところは考えて

おります。

○委員長（金沢秀一） １２番溝部議長。

○議長（溝部幸基） 各審議会等の公募の関係で

すが、条例で定めているから変えられないという

ような話ですけれども、それは条例をほかの公募

の部分のも例えば人数と内容も含めて変えるわけ

ですが、それは公募しないという理由にはならな

いと思うのです｡公募がいいとすれば条例を変え

ればいいわけですから、それは理由にならないと

思うのです。

ですから、何が理由で公募はだめなのかと、例

えば、社会教育関連、生涯学習関連の部分であっ

て、体育指導委員と社会教育委員はなぜ公募でき

ないのか。より専門性ということなのかと思うの

ですが、社会教育委員にしたって同じで、それぞ

れの社会教育関係の経験を踏まなければないでし

ょうし、また今体育指導委員をやっている方だけ
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が社会教育の経験者かというと、そうでもないわ

けで、公募でいちばん大事にしなければならない

のは、公募する側の意思です。やる気があるとい

うことがなければそういうきっかけにならないわ

けです｡

それで、いくらそういう気持ちがあっても、今

の形であると推薦されるといいますか、町側のほ

うから声がかからなければできないということに

なります｡そういった意味では、まだまだ社会教育

だけではなくて、あなたが指摘したような林業の

関係や農業の関係だって、もっと言ったら町営住

宅の選考もプライバシーの部分が問題だというと、

今選考委員になっている皆さんが一般の公募した

方とのプライバシーについての境というのは何が

客観的に出てくるのか。委員になったからには秘

密の保持、特にプライバシーの問題はクリアしな

ければならないというのは常識の範囲だと私は思

うのです。

それから、もちろん公募したからすべてがとい

う話にならないのでしょうし、いろいろ聞き取り

なり調査もしたうえで判断していくと思うのです｡

公募が２人と決まっているから２人しかいなかっ

たら、その方が全部委員になりますということで

もないわけです。そこの段階でも１つ心配されて

いるような歯止めにもなりますし、もっと町民側

から積極的に行政の一端を担う、参加をするとい

う意識を育てていくという姿勢がこの公募を大事

にしなければならないということなのだと思いま

す。

どちらかというと、いろんな審議会も含めて産

業団体の代表とか、ある文化団体の代表等限定さ

れてくるという状況が弊害とは言いませんけれど

も、そういう偏りがあるということの中で、もっ

と広く町民の皆さんの中にはいろんな経験をして、

いろんな特殊な技能をもっていたり、いろんな方

がいるわけですから、特にその中で積極的に自分

から公募をするということを大事にしていこうと

いう趣旨だと思います。もう一度確認して、今も

う１回ということにもならないのかもしれません

けれども、もしそうであれば今みたいな観点を踏

まえて、段階的にもう一度、現課そのものに調整

をして可能性を探ってみるくらいの話はしていた

だきたいと思います。その辺は、土門参事の段階

でないのか、できれば町長から話をしていただき

たいと思います。

それと、行財政推進町民委員会、まちづくり推

進会議、あるいは開発審議会の部分のそれぞれ性

格が違うということなのですが、繰り返しますけ

れども、まちづくりの基本ベースの計画が開発計

画ですから、そこの部分を中心にしながら動いて

くるという話です。それを今回は基本条例で明確

にしていこうと、今までもそうなのですが、どち

らかというと、そこは作ってしまえばあとはみた

いなことではなくて、計画を作ったらそこに当然

評価もしながら次のステップにしていく｡長期の

部分を含め、長期というのは実施計画も含めて細

かく対応していくわけです。

そのためにローリング等をするということでの

開発審議会は、少なくとも１年に１、２回はして

いるわけですから、そういった意味では長期が審

議会で、短期の部分はまちづくりという話もおか

しいのではないかと思います。実質的に考えると、

まちづくり推進会議のメンバーが８人です。その

うち４人をここに入れてという話で考えれば、こ

の８人がすべてだぶっている方がいればまだ少な

くなるのでしょうけれども、開発審議会の中に入

れて、こういう要素を部会等の含めで開発審議会

のしくみの中で対応するということの検討はどう

かということの提案なのです。これも土門参事の

部分では限界があると思いますので、町長の見解

を聞かせていただければと思います。

それと、公益通報の部分でできるだけ受付の段

階の窓口を広くして、特にスタート時点ではなか

なか出てこないのだと思うのです。そして、実名

が主でなければなんていう考え方をとっていると

まったく出てこないケースもあると思うのです。

そうではなくて、匿名でも積極的にそういうこと

を受け入れていくと、その中でいろいろ検討をし

ながら必要なものは公表していくというスタンス

でもっていかなければと思うのですが、その確認
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と、通報する側と対象になる部分はあると思うの

です。

それで、町長、副町長、教育長という特別職に

ついては通報する側ということにはならないとい

う考え方でいいですか。非常勤の特別職の部分に

は該当するということですが、この部分での議会

議員、あるいはそれ以外の監査委員とか、その特

別職については通報する側ということになるのか、

通報される側という該当になるのか。その部分に

ついて、もう少し考え方を教えていただければと

思います。

それと、「町」の考え方ですけれども、検討した

けれども今の段階ではみたいなことですが、例え

ば、町は云々というところから始まるのですけれ

ども、ここは少なくとも私は町長というふうに変

えたらどうかと思っています。１８条について、

ここで、「町は」となっているのは、そうすると議

会がということで、どうなのかという疑問をもつ

のです。

それと、住民投票の２３条の３には、「町」に執

行機関も議会も入っているなら、この３は、「町民

及び町長と議会は」と区別しているのです。それ

もどうも整合性がないという気がするのですが、

どうなのでしょうか。不都合がないのであればあ

れですけれども、議会側とすればどう見ても不都

合が感じるのですがどうでしょうか。

それと、住民投票の部分ですけれども、住民側

に主体性をもって判断するということが大事だと

思うのです。４分の１が多いか少ないかという部

分では、いろんな考え方があるのでしょうけれど

も、例えば議会の解散請求とか議員や町の解職請

求の場合は３分の１以上ということにハードルが

高くなっています。土門参事が言っているいわゆ

る合併の特例の部分の話では５０分の１、それが

議会を通らなければ、今度は６分の１という新た

なハードルで、それも協議会を作るという段階の

お話でして、合併云々という話ではないわけです。

６分の１はちょっと低すぎる、３分の１だとちょ

っと高すぎる、それで岸和田では４分の１という

ラインをひいて住民が必要性に応じてということ

です。そこの部分での住民が主体性をもつという

ことに意味があるのだと思うのです。

岸和田はここだけですよね。住民側が請求する

だけでもって、あとは行政と議会の対応で対応し

ましょうということになっているのですが、福島

のほうはもうすでに町側の対応での住民投票とい

う形があるわけですから、それにプラスをして住

民側も要求があれば住民投票ができますと。私の

考えでは、有権者の４分の１という、受ける段階

で住民投票をやるかやらないか判断の部分、今度

は個々の事例によって住民投票の内容については

有権者を主にしてやるのか、１８歳という年齢制

限を下げてやる。あるいは、外国人居住者の対応

をするというのはテーマごとに決めていくという

ことなのだと思います。住民投票そのものの請求

ということについては、有権者の４分の１という

設定をして対応するということで考えてどうなの

か。もし考え方があれば町長の見解をお伺いした

いと思います。

○委員長（金沢秀一） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） 公益通報の関係でござい

ますけれども、匿名でも積極的に受け入れるべき

ではないかということなのですけれども、この要

綱の中では匿名でも受け入れるという形になって

おりますので、出た場合は受けることになるかと

思います。

ただ、さきほど自分が感じていたことは、匿名

でされた場合の懸念、例えば、調査していく段階

でどこかで行き詰ったときに、その内容は本人で

なければ知りえない部分を再度確認するときに匿

名であった場合、難儀するのかなというふうな部

分での答弁でございます。

それと、監査委員、議員さん側は通報するほう

なのか通報されるほうなのかということでござい

ますけれども、ここの規程の中では通報されるほ

うということで解釈願いたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 村田町長。

○町長（村田駿） 委員の公募の関係でございま

すけれども、冒頭で土門参事のほうから現課で議

論してもらった結果、今回提案されている７つの
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委員会が公募ということで出たということです。

このことについては、一定のご理解はされたと

思いますが、あくまでも委員というのは意欲をも

って自ら行政の執行なり、それぞれの委員会の立

場の中で積極的に参加できる人を求めているのが

事実でございます。できればもう一度、ただいま

溝部議長からありました意見等については、しば

りのあるものは別としても、今一度検討させてい

ただければと思ってございます。

また、いろいろあるのですけれども、私は実際

にこの条例案に基づいて検討していったときにお

きまして、例えば、第７条の関係では、「町民と町

は」とあるときにおいては、「執行機関及び議会は」

というのが、そういうようなまちの位置付けはそ

うなると思ってございます。

それから、第５条の町民の権利。「町民は、まち

の保有する情報について知る権利を有するととも

に」とあるとき、このときも「町民は執行機関及

び議会の保有する情報について知る権利を有す

る」というように自分なりに理解をし、今回条例

として提案させていただきました。

それで、問題は第２条の関係の用語の意味の中

で、「町」執行機関及び議会をいいますと、ここの

表現が明確ではないということで、他の条例に基

づいたご質問かと思いますので、もう少しわかり

やすく明快に、二度と質問をもらえないような回

答をなるべく整理しますので、これはもう少し本

番までに時間をくださるようにお願いを申し上げ

たいと思っています。

それと、住民投票の関係でございますが、溝部

議長のほうから岸和田の話もいただきました。諮

問型の住民投票、あるいは常設型の住民投票とい

うことでございました。私自身は、この住民投票

については、諮問型の住民投票を考えて２３条に

うたったのが今回の条例案でございます。

ただ、その中におきまして、非常にこれからの

扱いの中で難しいのは、諮問型の投票では、市長

や議会の選択や判断は完全に縛られるものではな

く、その結果を尊重しなければならないというこ

とが考えている条例案でございます。

また、拘束型の住民投票については、住民投票

の結果が出た場合、首長や議会がその結果に法的

に拘束され、その結果に従わなければならないと

いうことで、どちらがいいかは別にしても、福島

町でまちづくり基本条例、議会、町民、行政が協

働のまちづくりを進める中において、まずもって

私ども今回の住民投票の中におきましては、諮問

型の住民投票の位置付けで考えております。

その事案が生じたときに新たな条例、この住民

投票は、議会の皆さんと相談をし、そしてその事

案に基づいて有権者を１８歳にするのか、１５歳

まで下げるのか、そういうような議論をしていき

たいということで、２回か３回前の委員会で申し

上げた経緯がございます。今回の住民投票につい

ては、そういうような事案に基づいた幅をもった

中で対応できるようなことをしていきたいと思い

ます。

このことについては、有権者の何分の１とか、

その辺のことについてもいちばん心配しているの

は、例えば、今の有権者の４分の１等で決めたと

きに、今度住民投票に参加できる人が１８歳とか、

そうなったときにおいて、その辺のことはそれで

いいと言えばそれでいいのですけれども、１８歳

以上の人が住民投票を望んだときに、当初からこ

ういう事案については、１８歳以上の人が住民投

票を求めることができるとか、そういうようなこ

とがいいものなのか。

それともあくまでも住民投票を求めるときは有

権者、要するに選挙権のある人でなければだめな

ものなのか。その辺の整理は、ぜひ明確にしてこ

れから対応していかなければならない大事なこと

だと思っております。本当は、明確に答弁せよと

いうことかもしれませんけれども、こういうこと

については、もう少し時間をいただければと思っ

てございます。

○委員長（金沢秀一） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時４２分）

（再開 午後 １時４２分）

――――――――――――――――
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○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

村田町長。

○町長（村田駿） 今回の出されているまちづく

り推進会議につきましては、基本的には今のまち

づくり基本条例の経過を検討するというのが大き

な位置付けでございました。こういう人口が少な

くなっていく中で、開発審議会、あるいはまちづ

くり推進会議、いろんな形で各種委員会に出ても

２つ、３つ委員さん方がだぶっている傾向がある

ことも事実でございます。今日いただいた意見は、

検討させていただきたいと思ってございます。

また、内部では開発審議会、それから今のまち

づくり推進会議、あるいはそういうようなことの

位置付けの中で現在まで検討してまいりました。

そういう中で、委員も重複するということも十分

認識してございます。開発審議会とまちづくり推

進会議の委員の職務というのはおのずから違うわ

けでございますけれども、最終的には福島町のま

ちづくりの中では総合開発計画というのがいちば

んの根幹をなすものでございます。

各種委員の人方にもそういうような開発計画を

踏まえた中での各委員会を個々に議論してもらっ

ている経緯もございます。なるべく包含できるも

のについては、包含するような形の中で検討させ

ていただきたいということで、今日のご答弁はこ

の辺にさせていただければと思ってございます。

○委員長（金沢秀一） １２番溝部議長。

○議長（溝部幸基） 住民投票の関係で、岸和田

の事例は常設型ということではないのです。基本

的には諮問型だということで、さきほども土門参

事もそうなのですけれども、住民投票そのものを

請求する側と、それを判断して事案についてどう

こうするという部分とごちゃ混ぜになっているよ

うな気がします。事案が生じた場合に、誰が判断

するかということの部分で、今は今回の町の案は

町長中心に判断をするということですが、そこの

部分に住民側がそのことについて住民投票が必要

だと判断をするような内容が岸和田の事例だと思

うのです。

住民側だけがという話ではないわけで、今の町

の部分に住民側の可能性、実質的な判断をしてや

る可能性も入れて対応したらどうですかという案

ですので、その辺について具体的に検討をしてい

ただければとお願いをして終わります。

○委員長（金沢秀一） ほかに、質疑ありますか。

５番加藤委員。

○委員（加藤雅行） 審査付託事件で（１）、（２）

になっているのです。これは１と２を一緒にやっ

てよかったということなのですか。今の質問でも

推進会議も出てきたりしたので、どういうふうに

なっているのかなと思っているのですけれども、

そういう意味では、６ページ、７ページの問題と

いうのは、次の問題にも絡む問題ではないかと思

うのです。

それと、行財政推進町民委員会というものが今

回条例を作って作られるということで、１つの新

しい方向性をもった行政が、町民と共に一緒にな

って行われるというのがまちづくり基本条例の根

幹をこれから実践としてやっていくという捉え方

で私は見ていました。意見や考え方は、いろいろ

あると思うのですけれども、村田町長になってか

ら行政を今まで数々やってきた中で、松前町との

合併がご破算になってから、町長は自立プランを

町民と共に作って、それを基礎として今まで行政

を進めてきたということだと思うのです。

その人数たるものは、今まで福島町の行政にお

いてそういうふうないろいろな考え方あるいは分

野をもった人たちを入れた会議というのはなかっ

たことではないかと思うのです。さきほどの土門

参事の話を聞きますと、今回は前期の部分はもう

終わったと、後期の部分の中でこれからのまちづ

くり推進会議などを踏まえながら今回行っていく

のだということをおっしゃっているのです。

ただ、まちづくり基本条例も踏まえて、なおか

つ今までの流れを考えていくならば、少なくとも

小さくコンパクトにまとめようとしているような

感じがするのです。これからは、住民と行政が一

体となってまちづくりをするのだということであ

れば、推進会議の役割というのはなんなのか。も
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っといろんな人をいろんな形の中で、包含しなが

らやっていくというスタイルがとれなかったのか

どうなのか。

それと、最近どこかのまちで１００人委員会と

いうのを作っているのです。そういう形のものが

例えば福島の場合であれば３０人であり５０人で

あり、あるいは町長が１００人でありとか、そう

いう形のものも検討されたことがなかったのかど

うなのか。私は、さきほどからの議論を聞いてい

ましても、ひとつ推進委員会というものが上に立

つということであれば、行政評価も含めて、町民

の幅広い意見、考え方を取り入れる思い切った施

策が今度からは必要になるのではないかと。

そして、そのことによって、いろんな町民が行

政に意見を出すことができる、あるいは参画する

ことができるということになれば、例えば１ペー

ジにあるような公募をするときの公募の委員が足

りなくなるだとか、各委員が３つも４つもまたが

ってやるとか、そういうふうなことをできるだけ

ないようにしていくということも視野に入れた施

策というか、考え方が大事なのではないかと思い

ます。これは、まったく町側の考え方とは違いま

すから、町長から直接お伺いしてみたいと思いま

す。

○委員長（金沢秀一） 村田町長。

○町長（村田駿） まちづくり推進会議のことに

ついては、案でも示しておりますとおり、まちづ

くり基本条例との絡みの中で、基本条例の第３３

条の「町はこの条例の内容について、施行後４年

を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基

づいて見直しを行います」と、今日の委員会で多

くの委員さん方から意見もいただいているところ

でもございますし、また、私ども質問を受けた中

でも課題になっているというのが今日の内容でご

ざいます。

それで、まちづくり推進会議の所掌事項ですけ

れども、推進会議は町長の諮問に応じて福島町ま

ちづくり基本条例第３３条に規定する事項につい

て調査審議し、答申するものとする。前項に規定

するもののほか、まちづくりの推進に関し町長に

意見を述べるものとする。要するに、この推進会

議でやるのは、まちづくり基本条例が住民と共に

まちづくりを進めている中で、この条例がどうい

う位置付けになってどういかされているのか。

それから、そういう意見をもらう。問題は、そ

の中において不備な点についての答申を推進会議

のほうから出していただくということです。あく

までもこのまちづくり基本条例を検証していただ

く、それから基本条例に基づいた町政を執行して

いるのか、そういうようなことを推進委員会議の

中では議論していただくという内容になっている

わけでございます。

○委員長（金沢秀一） ５番加藤委員。

○委員（加藤雅行） さきほどから議長の質問の

仕方とか、そういうことを含めまして、やること

がみんな同じになっていく可能性があるのではな

いかと思うのです。そういうふうなことで、この

ときにはこういうふうな推進会議を招集します。

あるいは、このようにして行財政推進町民委員会

を片一方ではやっていく。

そういうふなことであれば、なかなかまちづく

り推進会議というふうなものが、本当に基本条例

ができてしまえば条例ができるのですから、条例

に沿って行財政は動いていくのだと思うのです。

ということは、何か１つでもすべて包含してやっ

ていける可能性のほうが強くなるのではないかと

思うのです。１つも２つも会議を開く、委員会を

開く、そういうふうな形が果たしてベストなのか

どうなのか。というのが、私の質問ですけれども、

それはそれ、これはこれでいくのですか。

○委員長（金沢秀一） 村田町長。

○町長（村田駿） 所掌事項については、私がさ

きほど申し上げたとおりでございますが、それを

限られた委員さん方の中で検証するのも１つの方

法でしょうし、行政を進めている中で、その委員

会の中で一例として３０人の人を集めて委員会主

催でやるのも１つの方法でしょう。基本条例の検

証をするために、わずか限られた委員さん方が自

分で判断するのも方法ですけれども、その前段で

多くの町民の声を聞くというのももっと大事なこ
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とだと思っているのです。

その辺については、これからの推進委員会がで

きた段階で今後の委員会のあり方の中で議論して

もらいたい事項の１つでもございますけれども、

推進会議条例の所掌事項については、さきほどま

ちづくり基本条例の４年間の中での検証というこ

とになっています。そういうことを基本にした中

で、多くの委員会として多くの町民の声を聞くよ

うな体制はとっていかざるを得ないのではないか

ということは重々招致してございます。

ただ、さきほど溝部委員からは、そうではなく

して、開発審議会というものもあるのだから、委

員会の統合なりそういうことも検討できないとか、

そういうような意見も一方ではあったわけでござ

います。そういうことも含んで、委員会のあり方

については十分検討させていただきたいというこ

とで、さきほど溝部委員さんには申し上げたとこ

ろでございます。

また、加藤委員からありました意見等について

も、私が今所掌事項も含んでお話したところでご

ざいます。庁舎内でも十分に検討しながらあらた

めて議会の皆さん方には、ご理解を得られるよう

な取りまとめをしていきたいと考えております。

○委員長（金沢秀一） ほかに、質疑ありますか。

（「なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時５７分）

（再開 午後 ２時１５分）

――――――――――――――――

○委員長（金沢秀一） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

次に、議案第２号福島町まちづくり推進会議条

例の制定についてを議題といたします。

内容の説明を求めます。

土門企画グループ参事。

○企画グループ参事（土門修一） 審査付託事件

２、福島町まちづくり推進会議条例の制定につい

てでございます。この部分につきましても最初に

説明申し上げましたように、平成２０年第２回定

例会議案の第２号として提案してございまして、

これまでの自治基本条例・議会基本条例に関する

調査特別委員会の中で、条例の提言書と条例素案

の比較や逐条解説など、資料として説明させてい

ただいているところから、この内容につきまして

の説明を省略させていただきたいと思います。

○委員長（金沢秀一） 質疑を行います。

（「なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、ただいま議題

となっております、議案第１号福島町まちづくり

基本条例の制定について、議案第２号福島町まち

づくり推進会議条例の制定について、発議第１号

福島町議会基本条例の制定については、さらに審

査を要するものと思われますので継続審査とする

ことにいたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」という声あり）

○委員長（金沢秀一） ご異議なしと認め、本件

については、継続して審査をすることに決定いた

しました。

これで、本日の会議を閉会いたします。

どうもご苦労様でした。

――――――――――――――――――――

（閉会 午後 ２時１６分）
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福島町議会委員会条例第２７条の規定により署名する。

まちづくり基本条例・議会基本条例等に関する審査特別委員長


